
 
山梨県企業局温泉事業未収金回収業務に係る収納事務委託取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この山梨県企業局温泉事業未収金回収業務に係る収納事務委託取扱要領

は、山梨県企業局財務規程（以下「規程」という。）第２８条第２項に規定する

収納事務の委託を受けた者（地方公営企業法第３３条の２の規定により、次に掲

げる企業局の歳入について収納事務の委託を受けて行う者をいう。以下「受託者」

という。）が行う事務について、公金の安全性及び確実性を確保するため、必要

な事項を定めるものとする。 

 一 温泉使用料 

 

（受託者の会計年度） 

第２条 受託者の会計年度は、契約日から始まり、翌年３月３１日に終わるものと

する。 
２ 収納金の会計年度所属は、これを領収した日の属する年度とする。 
 

（証拠書類の文字及び印影） 

第３条 証拠書類の文字及び印影は、明瞭、かつ、消散し難いものでなければなら

ない。 

２ 証拠書類の頭書金額を表示する場合においては、アラビア数字を、また一、二、

三、十の数字の時には、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。この場

合において、アラビア数字を用いるときは、その頭書に「￥」記号を、漢数字を

用いるときは、「金」の文字を付けなければならない。 

３ 証拠書類に使用する印は、その職務に関するものは職印、その他のものは実印

又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあ

っては自署で足りるものとする。 

 

（外国文の証拠書類） 

第４条 証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添付しなければな

らない。 

 

（証拠書類の訂正） 

第５条 証拠書類を訂正する場合は、その部分を読み得るように二線を引き、その

上部又は右側に正書して訂正印を押印しなければならない。ただし、金額及び数

量はその全部を訂正しなければならない。 

 

 



（収納事務） 
第６条 受託者は、企業局から提示される「対象債権一覧」の者に対し、収納事務

を行うものとする。 
２ 受託者は、本業務委託専用の預金口座を開設するものとする。 
３ 受託者は、納人から直接現金で収納したときは、納人に領収書（第１号様式）

を交付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。 
４ 前項により納人から直接現金で収納したときは、受託者は、遅滞なく第２項に

定める口座へ入金するものとし、口座へ入金するまでは金庫又は鍵のある堅牢な

容器に保管しなければならない。 
５ 受託者は、理由のいかんを問わず、委託業務の処理に関し、その費用を納人か

ら徴収してはならない。ただし、納人が金融機関等に振り込む振込手数料はこの

限りではない。 

６ 第３項により収納した現金は、企業局が発行する納入通知書で企業局へ払い込

むまでの間、第２項に定める口座で保管するものとする。 
７ 納人が直接企業局に支払をした場合には、企業局は受託者に速やかに文書で連

絡するものとする。 

８ 受託者は、現金の収納をしたときは、現金出納簿（第２号様式）にそのつど登

載しなければならない。 
 

（計算報告書等） 

第７条 受託者は、毎月の収入の状況について、計算書（第３号様式）を作成し、

翌月の１０日までに公営企業管理者に報告しなければならない。 
２ 受託者は、預金利子が発生した時には、預金利子報告書（第４号様式）を作成

し、公営企業管理者に報告しなければならない。 
 
（払込） 
第８条 受託者は、前条の報告を受けて局が発行する納入通知書により、収納金を

納入通知書の納期限までに納付するものとする。 
 

（証拠書類の編集及び保管） 

第９条 受託者は、第６条に定める現金領収書原符を月別に編集しなければならな

い。 

２  受託者は、会計帳簿書類を５年間保存しなければならない。 
 

（公表） 

第１０条 受託者は、受託者である旨を証する書面（第５号様式）を窓口など納入

義務者の見やすい場所に掲示しなければならない。 

 



（その他） 

第１１条  この要領に定めのない事項については、規程及び山梨県財務規則（昭和
３９年山梨県規則第１１号）の定めるところによるものとする。 

 

 

  附 則 

 この要領は、平成３０年７月３１日から施行する。 
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第４号様式（第７条関係） 
 
 
 

 

 

預 金 利 子 報 告 書 
 

 

 

 預金利子が下記のとおり発生したので報告します。 
 

                                      

  
ただし、  年  月  日から  年  月  日分 

 

 

 

 平成 年 月 日 

 

 

山梨県企業局 公営企業管理者 殿 
 
 

山梨県企業局徴収事務受託者 

 

 

              印 

 

 

  



 

第５号様式（第１０条関係） 
 
 
 

 

 

 

 

山梨県企業局収納事務受託者証 

 

 

 

 受託者名  
 

 

 

 上記の者は、山梨県企業局温泉事業未収金に係る収納に関する事務を

受託しているものであることを証する。 

 

 

 

 平成 年 月 日 

 

 

              山梨県企業局公営企業管理者 
 


